確 認 書
■　補助金の交付は、毎年度予算の範囲内での交付となることから、一部、もしくは全額交付されない場合があります。不交付が決定されても、交付を受けようとした年度については、市と同等の条件で運営すること。
■　補助金の交付にあたっては、市の入室基準に合致する登録児童人数が原則１０人以上であること。ただし、特段の理由により市長が必要と認めた場合は、１０人未満でも対象とする。
■　児童一人当たり専有スペースを１．６５㎡確保すること。（専有スペースはトイレ等の共有スペースや事務所等児童が使用しないスペースを除いた面積から算出すること。）
■　職員の最低配置人数は登録児童１９人までは２人、２０人～４９人までは３人、５０人～５９人までは４人、６０人～７０人までは５人を常時配置すること。
■　入室に関する取り決めは、事業者と利用者で行なうこと。

■　補助金の交付については別紙「戸田市学童保育室運営等事業費補助事業実施要綱」による。

■　年度当初に交付決定された補助金額が、年度末の補助金確定の際に減額となった場合は、補助金の返還が生じる。ただし、確定の際に交付決定時の金額を上回った場合は、追加交付は出来ない。
■　補助金の基準額が交付年度の途中で変更となった場合は、変更後の金額で再度算定し、予算の範囲内において支給することとする。

■　運営に生じた支出の領収書については５年間保管しておくこと。
■　補助金交付に係る書類等の提出は遅滞なく行うこと。
■　補助金交付の該当事項に対して、「戸田市補助金等交付規則」第２４条の規定による監査を受けること。
■　運営に関する重要事項について、戸田市の意見が反映される仕組みとなっていること。
■　当該事業において収集又は知りえた個人情報については、個人情報保護法に基づき取り扱うこと。
上記の内容を理解し、確認しました。
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